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１．今後の首都圏空港の需要予測
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１．航空需要予測の概要

【概要】
○ 航空局におい 年毎の将来航空需要予測を実施○ 航空局において、５年毎の将来航空需要予測を実施。

（２０１７年度、２０２２年度、２０２７年度（参考）、２０３２年度（参考）を予測。）
○ 過去の需要変動の実績から、人口変化や経済成長（GDP）等をもとに将来の航空需要を予測した。

○ 国際航空需要に関しては、日本人は[業務／観光／私用]の３区分、外国人は[業務／観光]の２区分に細かく分け
設定し 推計したて設定して推計した。

予測手法は、交通需要予測で一般的に用いられる四段階推計法を使用している。（４つの段階（①発生・集中交通量、②分布
交通量 ③交通機関分担交通量 ④航空経路別交通量）に分け 順を追 将来交通量を予測 ）

《予測の前提》

交通量、③交通機関分担交通量、④航空経路別交通量）に分けて、順を追って将来交通量を予測。）

予測にあたっては、交通機関の整備状況等を前提条件とし、人口変化、経済成長（ＧＤＰ）等の社会経済フレームを説明変数
としている。

とりわけ、我が国のＧＤＰが予測結果に与える影響が大きいことから、将来的な経済成長の幅を考慮し、複数のケースによる
航空需要予測を行 た航空需要予測を行った。

ケース
年平均実質GDP成長率

各ケースにおける我が国のGDPの設定

ケ ス
2010-17 17-22 22-27 27-32

上位ケース※1 2.2% 3.0% 3.0% 3.0%

中位ケース※2 1.7% 2.0% 2.0% 2.0%中位ケ ス※2 1.7% 2.0% 2.0% 2.0%

下位ケース※3 1.0% 0.7% 0.7% 0.7%

※1 上位ケース・・・中位ケースよりさらに高い経済成長率を想定したケース （中位ケース＋約１％）※ 位ケ ス 中位ケ スよりさらに高い経済成長率を想定したケ ス （中位ケ ス 約 ）
※2 中位ケース・・・日本再興戦略で目標に掲げる経済成長率に基づき設定したケース
※3 下位ケース・・・日本再興戦略以前の将来見通しによる経済成長率を設定したケース （中位ケース△約１％） 4



◆ 四段階推計法

１．需要予測モデル（四段階推計法）

予測手法は、交通需要予測で一般的に用いられる四段階推計法を使用している。

交通機関の整備状況等を前提条件、人口変化、経済成長等の社会経済フレームを説明変数として、４つの段階（①発生・
集中交通量、②分布交通量、③交通機関分担交通量、④航空経路別交通量）に分けて、順を追って将来交通量を予測する
手法である

地域毎

航空経路別（空港別）
の需要

空港アクセス機関別
需要

手法である。

国内旅客需要予測モデル概要

全国の
生成交通量

地域別の
発生交通量
（①発生集中量）

地域間の
交通量
（②分布交通）

交通機関別
交通量
（③機関選択）

…
日本全体

地域毎
（④航空経路選択） （アクセス機関選択）

鉄道

①発生集中量 ②分布交通量 ③交通機関選択 ④航空経路選択

（①発生集中量） （②分布交通） （③機関選択） 自家用車

…

全国の生成交通量

⇒ＧＤＰ、人口によって説
明される。

分布交通量

⇒各地域の集客力、交通利
便性によって説明される。

交通機関選択

⇒ＯＤごとに、所要時間、
費用、運航頻度、交通利便
性によ て説明される

航空経路選択

⇒ＯＤごとに、所要時間、
費用、運航頻度、滞在可能
時間 交通利便性によ て

発生集中交通量

⇒各地域のＧＲＰ、人口に

性によって説明される。 時間、交通利便性によって
説明される。

アクセス機関選択

⇒空港までの 所要時間
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各地域の 、人 に
よって説明される。

⇒空港までの、所要時間、
費用、アクセス利便性に
よって説明される。



１ ．需要予測の前提条件（整備新幹線・リニア中央新幹線）

○新幹線及びリニアに関して 現時点の開業予定をもとに需要予測モデルに反映している。

既設新幹線開業区間

凡 例

○新幹線及びリニアに関して、現時点の開業予定をもとに需要予測モデルに反映している。
（2027年度までに供用予定ではない区間については需要予測モデルでは未設定）

札幌○新函館(仮称)・札幌間

新青森・新函館間の開業から

北海道新幹線

既設新幹線開業区間

整備新幹線開業区間

建設中区間

未着工区間

東北新幹線

八戸
新青森

新函館

2015年度供用予定

○新青森・新函館(仮称)間

2010年開業

新青森・新函館間の開業から
概ね20年後

未着工区間
＜整備新幹線の設定＞

新潟
九州新幹線

○白山総合車両基地(仮称)･敦賀間
盛岡

八戸

北陸新幹線

○長野･白山総合車両基地(仮称)間

2014年度供用予定長野・金沢間の開業から
概ね10年強後

2002年開業

＜中央新幹線の設定＞

博多

新潟

大宮

（長崎ルート）

○武雄温泉･長崎間

長野
敦賀

1997年開業

武雄温泉

白山総合車両基地
金沢

着工から概ね10年後
(2012年8月着工) 高崎

名古屋
甲府市附近

大宮
東京

新八代

鹿児島中央
2004年開業

長崎九州新幹線
（鹿児島ルート）

新鳥栖
武雄温泉

2011年開業

大阪

名古屋 名古屋市附近

奈良市附近

大阪市

赤石山脈（南アルプス）
中南部
2027年度供用予定

2045年度供用予定
東京都
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大阪市

区間 東京・名古屋間 東京・大阪間

需要予測モ
デルの設定

2027年度 未設定

区間
新函館・札

幌間
新青森・新
函館間

長野・金沢
間

金沢・敦賀
間

武雄・長崎
間

需要予測モデル
の設定

未設定 2017年度 2017年度 2027年度 2022年度
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１．需要予測の前提条件（高規格幹線道路・首都圏周辺）

○首都圏周辺の高規格幹線道路網に関して、2020年度当初までに下図の事業中の道路が整備されると想定して需要予
デ 設定 映 る

首都圏高規格幹線道路

測モデルの設定に反映している。
（2020年度までに供用予定ではない区間については需要予測モデルでは未設定）

2020年度
までに供用

2020年度
までに供用

2020年度
までに供用

2020年度
までに供用

2020年度
までに供用

供用中

事業中
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事業中
調査中

2020年度
までに供用



１．需要予測の前提条件（高規格幹線道路・全国）

○全国の高規格幹線道路網に関して、2020年度当初までに下表の道路が整備されると想定して需要予測モデルの設定○全国の高規格幹線道路網に関して、2020年度当初までに下表の道路が整備されると想定して需要予測モデルの設定
に反映している。
（2020年度までに供用予定ではない区間については需要予測モデルでは未設定）

高速自動車国道 一般国道自動車専用道路
区間

路線名 A B
北海道縦貫自動車道 七飯 大沼

大沼 森
森 落部
士別剣淵 名寄

北海道横断自動車道根室線 余市 小樽JCT
夕張 占冠

区間
路線名 A B

近畿自動車道神戸線 四日市JCT 四日市北JCT
四日市北JCT 菰野
菰野 亀山西JCT
大津JCT 城陽
城陽 八幡
八幡 高槻第一JCT

区間
路線名 A B

日高自動車道 門別厚賀道路
厚賀静内道路

深川・留萌自動車道 幌糠留萌道路
旭川・紋別自動車道 丸瀬布遠軽道路
帯広・広尾自動車道 中礼内大樹道路
函館・江差自動車道 函館茂辺地道路

区間
路線名 A B

東海環状自動車道 関 養老
養老 北勢
北勢 四日市

京奈和自動車道 大和北道路
大和御所道路
紀北東道路

高速自動車国道 般国道自動車専用道路

夕張 占冠
浦幌 釧路

北海道横断自動車道網走線 足寄 北見
東北横断自動車道釜石秋田線 遠野 宮守

宮守 東和
日本海沿岸東北自動車道 温海 鶴岡JCT

酒田みなと 遊佐
大館北 小坂JCT

東北中央自動車道 福島JCT 米沢
米沢 米沢北

八幡 高槻第一JCT
高槻第一JCT 箕面
箕面 神戸JCT

近畿自動車道紀勢線 南紀田辺 白浜
白浜 すさみ
尾鷲北 紀伊長島
紀伊長島 紀勢大内山

近畿自動車道敦賀線 小浜西 小浜
小浜 敦賀JCT

中国横断自動車道姫路鳥取線 播磨新宮 山崎JCT

函館・江差自動車道 函館茂辺地道路
茂辺地木古内道路

津軽自動車道 五所川西バイパス
鯵ヶ沢道路

三陸縦貫自動車道 登米志津川道路
南三陸道路
本吉気仙沼道路
唐桑道路
高田道路
吉浜道路

紀北東道路
紀北西道路

京都縦貫自動車道 丹波綾部道路
京都第二外環状道路

北近畿豊岡自動車道 日高豊岡南道路
八鹿日高道路
和田山八鹿道路

東広島・呉自動車道 東広島・呉自動車道
今治・小松自動車道 今治道路
高知 東部自動車道 高知南国道路米沢 米沢北

南陽高畠 山形上山
東根 尾花沢

常磐自動車道 常磐富岡 相馬
相馬 新地
新地 山元

東関東自動車道水戸線 三郷南 松戸
（東京外かく環状道路） 松戸 高谷JCT

潮来 鉾田
鉾田 茨城空港北

中国横断自動車道姫路鳥取線 播磨新宮 山崎JCT
大原 西粟倉

中国横断自動車道尾道松江線 世羅 三次JCT
三次JCT 三刀屋木次

四国横断自動車道 阿南 小松島
小松島 徳島東
徳島東 徳島東JCT
徳島 徳島東JCT
徳島東JCT 鳴門JCT
須崎新荘 窪川

吉浜道路
釜石山田道路

八戸・久慈自動車道 八戸南環状道路
八戸南道路
久慈北道路

首都圏中央連絡自動車道 釜利谷 戸塚
栄 藤沢
西久保 藤沢
海老名 相模原
相模原 八王子南

高知・東部自動車道 高知南国道路
南国安芸道路

今宿道路（国道497号）
唐津伊万里道路（国道497号） 唐津 千々賀山田

千々賀山田 北波多
北波多 谷口
谷口 伊万里東

伊万里道路（国道497号） 伊万里東 伊万里中
伊万里中 伊万里西

伊 松浦道路 道 号 伊 楠久鉾田 茨城空港北
北関東自動車道 太田桐生 足利

足利 佐野田沼
第二東海自動車道 海老名南JCT 厚木南

厚木南 伊勢原北
伊勢原北 奏野
奏野 御殿場JCT
御殿場JCT 長泉沼津
長泉沼津 引佐JCT
引佐JCT 豊田東JCT

須崎新荘 窪川
宇和島北 西予宇和

九州横断自動車道延岡線 嘉島JCT 矢部
東九州自動車道 苅田北九州空港行橋

行橋 豊津
椎田南 宇佐
佐伯 浦江
浦江 北浦
北浦 北川
門川 日向

相模原 八王子南
八王子南 八王子
桶川北本 白岡菖蒲
白岡菖蒲 久喜白岡
久喜白岡 つくば中央
稲敷 大栄
大栄 松尾横芝
東金 茂原長南
茂原長南 木更津東

中部縦貫自動車道 松本波田道路

伊万里松浦道路（国道497号） 伊万里西 楠久
楠久 山代
山代 今福
今福 調川
調川 松浦

佐々佐世保道路（国道497号） 佐世保中央 相浦中里
相浦中里 佐々

芦北出水道路（国道3号） 芦北 津奈木
津奈木 水俣

引佐JCT 豊田東JCT
中部横断自動車道 吉原JCT 富沢

富沢 六郷
六郷 増穂
八千穂 佐久南
佐久南 佐久JCT

門川 日向
日向 都農
都農 高鍋
清武JCT 北郷
北郷 日南
曽診弥五郎 鹿屋串良
志布志 鹿屋串良

中部縦貫自動車道 松本波田道路
高山清見道路
大野油坂道路
永平寺大野道路

能越自動車道 輪島道路
七尾氷見道路

伊豆縦貫自動車道 東駿河湾環状道路
天城北道路
河津下田道路

遠南信自動車道 飯喬道路

水俣 袋
袋 出水北
出水北 出水

出水阿久根道路（国道3号） 出水 高尾野
高尾野 野田
野田 阿久根北
阿久根北 鶴川内

川内隈之城道路（国道3号） 川内 高江
高江 隈之城
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三遠南信自動車道 飯喬道路
青崩峠道路
佐久間道路
三遠道路

出典：高速道路（全国高速道路建設協議会）



１．需要予測の前提条件（LCC）

○ による需要増加効果に は ①段階的に 参入シ が増加 ②そ 結果航空運賃が低 ③運賃低減効○LCCによる需要増加効果については、①段階的にLCC参入シェアが増加、②その結果航空運賃が低下、③運賃低減効
果により航空需要が増加、として需要予測モデルに反映している。

《LCCに関する設定》

路線 将来シナリオ

国内線

現在（2013年6月時点）LCCが就航している路線に加えて、成田・関西・中部・那覇の４空港いずれかに片足をおき、
2012年10月時点の便数が3便/日以上かつ2010年度の年間旅客数が40万人/年以上の路線に海外並みにLCCが
就航すると設定 （ただし、羽田にはLCCは就航しないと設定）
LCCシェア：海外並みシェア（2017年15％、2022年以降30％）まで増加すると設定
LCC運賃：FSC運賃の50％
※路線運賃は、LCC運賃とFSC運賃をそれぞれのシェアで加重平均して設定

国際線

現在（2013年6月時点）LCCが就航している路線に加えて、アジアを中心とする短・中距離国際線のうち、方面と将来
時点に応じて、2012年10月時点の便数が3便/日以上（2022年度以降は1便/日）以上の路線に海外並みにLCCが就
航すると設定 （ただし、羽田にはLCCは就航しないと設定）
LCCシェア：海外並みシェア（短距離は段階的に40％まで、中距離は段階的に12％）まで増加すると設定
運賃：短距離はFSC運賃の50％、中距離はFSC運賃の80％
※路線運賃は、LCC運賃とFSC運賃をそれぞれのシェアで加重平均して設定
※短距離：韓国・台湾・香港・中国、中距離：ASEAN・オセアニア・グアム・南アジア
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１．需要予測の前提条件（観光政策）

○観光政策による航空旅客数への効果を分析すると一定の効果が認められたため、下記の観光政策効果をモデルに取り
入れている。将来においても、観光政策による需要増加効果が持続すると想定している。

《ビジット・ジャパン事業（重点市場、 重点市場）の実績》
(年度) 韓国 中国 台湾 香港 ﾀｲ

ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ

ﾏﾚｰｼｱ ｲﾝﾄﾞ
ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ
米国 ｶﾅﾀﾞ 英国 ﾌﾗﾝｽ ﾄﾞｲﾂ ﾛｼｱ

ﾎ ﾙ ﾘｱ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

20092009

2010

2011

2012

出所）観光庁資料より作成

凡例 重点市場 重点市場

出所）観光庁資料より作成

《査証免除・発給要件緩和に関する実績》

対象方面 査証免除・発給要件緩和に関する実績 対象方面 査証免除・発給要件緩和に関する実績

インド・ロシアについては、2012年度は中核事業を実施しておらず、それ以降の観光政策効果を見込んでいない

韓国 2005.3訪日短期滞在査証暫定免除

中国

2000.9訪日団体観光査証発給開始（北京・上海・広東省）
2004.9訪日団体観光査証発給開始（天津市・遼寧省・山東省・江蘇
省・浙江省）
2005.7訪日団体観光査証発給開始（全国）

シンガポール 1990年以前より相互査証免除

マレーシア
1990年以前より相互査証免
1993マレーシア人の訪日に対し事前の査証取得を勧奨

オーストラリア 1998.12訪日観光客の査証免除
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訪

台湾 2005.3訪日査証暫定免除

香港 2004.4訪日査証免除適用

北米 1990年以前より相互査証免除(アメリカ、カナダ)

欧州 1990年以前より相互査証免除（英国、フランス、ドイツ）

出所）日本政府観光局（JNTO）「訪日旅行誘致ハンドブック2011」、外務省ホームページより作成



１．全国の航空需要予測（旅客数）

【全国の航空需要予測（旅客）】

250航空旅客数 ２４５（参考）

【全国の航空需要予測（旅客）】
○ 全国の航空旅客需要全体（国内線＋国際線）は、２０２２年度には１．８億人～２．０億人と予測。
○ 国際線は大幅に増加。国内線はGDPの設定ケースによって傾向が異なる。

実績値 予測値

150

200

250航空旅客数
（国内＋国際）

（参考）

２２２（参考）

１９６（参考）

１９６

１８７

１７６
︵
百
万 実績

凡例

50

100

50

全国の需要は
引き続き増加傾向

万
⼈
／
年
︶

上位ケース

中位ケース

下位ケース

0
1990 2000 2010 2020 2030 2040

140 140
（国内） （年度）

１３６（参考）

出典 ：「航空輸送統計年報」
（実績値） 「空港管理状況調書」他

（国際）
実績値 予測値 実績値 予測値

80

100

120

140

100

120

140

１１０（参考）

９８（参考）

８５（参考）

１００
９５

８９

︵
百
万

︵
百
万

１２４（参考）

１１１（参考）９５
９１

８７

40

60

80

40

60

80

○上位・中位ケース
増加傾向

○下位ケース
人口減少等の影響を

海外の高い経済成長を
受けて増加傾向

８５（参考）８９⼈
／
年
︶

万
⼈
／
年
︶

８７

0

20

1990 2000 2010 2020 2030 2040
0

20

1990 2000 2010 2020 2030 2040

人口減少等の影響を
受けて横ばい～微減

受けて増加傾向

（年度）（年度）
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１．首都圏の航空需要予測（旅客数）

【首都圏空港の航空需要予測（旅客）】

180航空旅客数

【首都圏空港の航空需要予測（旅客）】
○ 首都圏空港の航空旅客需要全体は、２０２２年度には１．１億人～１．３億人と予測。

（国内線・国際線ともに、全国の６割程度。）

実績値 予測値

︵
百
万100

120
140
160
180航空旅客数

（国内＋国際） １６２（参考）

１４６（参考）

１２８（参考）
１２８

１２１

１１４
実績

凡例

万
⼈
／
年
︶

40
60
80

100

首都圏の需要は
引き続き増加傾向

１１４
上位ケース

中位ケース

下位ケース

9090

0
20

1990 2000 2010 2020 2030 2040

引き続き増加傾向

（国内） （国際） ９０（参考）

（年度）

出典 ：「航空輸送統計年報」
（実績値） 「空港管理状況調書」他

実績値 予測値

60

70

80

90
実績値 予測値

60

70

80

90

︵
百
万

︵
百
万

７２（参考）

６４（参考）

５５（参考）

６５

６２

（参考）

８２（参考）

７３（参考）
６３

６０

20

30

40

50

20

30

40

50
万
⼈
／
年
︶

万
⼈
／
年
︶

海外の高い経済成長を

５５（参考）
５７ ５６

○上位・中位ケース
増加傾向

○下位ケース

0

10

20

1990 2000 2010 2020 2030 2040
0

10

20

1990 2000 2010 2020 2030 2040

海外の高い経済成長を
受けて増加傾向人口減少等の影響を

受けて横ばい～微減

（年度）（年度）
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１．首都圏の航空需要予測（発着回数）

【首都圏空港 航空需 測（発着 数）】【首都圏空港の航空需要予測（発着回数）】
○ 首都圏空港の発着回数（国内線＋国際線）は、上位・中位ケースでは２０２２年度、下位ケースでは２０２７年

度に発着枠を超過する見込み。

800
900

1,000
実績値 予測値 ９４１（参考）

８６５（参考）

発着回数（国内＋国際）

＊発着枠の設定について７６２
７２９ 凡例

︵ ７７５（参考）

300
400
500
600
700 ＊発着枠（設定）：71万回 計

⾸都圏空港 71万回
（⽻⽥空港） （44万回）
（成⽥空港） （27万回）

７２９

６９１ 実績

上位ケース

中位ケース

凡例
︵
千
回
／
年
︶

７７５（参考）

首都圏の需要は

0
100
200
300

1990 2000 2010 2020 2030 2040

（成⽥空港） （27万回）

いずれも2020年代に
発着枠を超過

（年度）

出典 ：「航空輸送統計年報」
（実績値） 「空港管理状況調書」他

下位ケース
⾸都圏空港の容量（約7５万回）から、成⽥・⽻
⽥の貨物便の枠（約４万回）を除き、残り71万回
を需要予測上の発着枠とした。

引き続き増加傾向

実績値 予測値

400

500
実績値 予測値

400

500

︵
千
回

︵
千
回

４５０（参考）

４１７（参考）

３７３（参考）

４２４

４０５

３８５

４９１（参考）

４４９（参考）

４０２（参考）
３３８

（国内） （国際）

200

300

200

300
回
／
年
︶

回
／
年
︶

海外の高い経済成長率を受

３７３（参考）３８５ ３２４

３０６

○上位・中位ケース
増加傾向

○下位ケ ス

0

100

1990 2000 2010 2020 2030 2040
0

100

1990 2000 2010 2020 2030 2040

海外の高い経済成長率を受
けて増加傾向

○下位ケース
人口減少等の影響を
受けて横ばい～微減

（年度）（年度）
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１．航空需要予測のポイント

ポ【需要予測結果のポイント】

○ 過去の実績値をベースに将来の航空需要予測をすると、今後とも、首都
圏空港の航空需要全体（国際・国内の合計）は増加傾向。

○ 特に、国際線需要は大幅に増加。
（２０１２～２０２２年度の１０年間で約６～８割増加する見込み）（２０１２～２０２２年度の１０年間で約６～８割増加する見込み）

○ 国内線需要は、我が国の経済成長率が低く推移すると仮定した場合
は、人口減少等の影響を受けて横ばいから微減となるが、日本再興戦略響

が目指す経済成長率を前提とした場合は増加傾向となる。
（ ２０１２～２０２２年度の１０年間で横ばいから約１割程度増加見込み）

○ 概ね２０２０年代前半には 首都圏空港の航空需要全体は 現在計画中○ 概ね２０２０年代前半には、首都圏空港の航空需要全体は、現在計画中
の空港容量（７４．７万回）の限界に達する見込み。

○ さらなるインバウンド政策の推進やLCCによる新規需要創出によって○ さらなるインバウンド政策の推進やLCCによる新規需要創出によって
は、今回の需要予測結果よりさらに需要が上向きになる可能性がある。
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１．需要予測モデル（H19dとの比較）

国内旅客において新たな生成交通量推計モデルを採用したほか、国際旅客において観光政策の効果を追加。

サブモデル H19dモデルからの改善点

《国内旅客》

国内旅客において新たな生成交通量推計モデルを採用したほか、国際旅客において観光政策の効果を追加。

サブモデル H19dモデルからの改善点

全国発生量ﾓﾃﾞﾙ 将来交通需要推計の改善について中間とりまとめ（平成22年8月19日
国土交通省）による生成交通量推計モデルを採用

・ 人口・GDPを説明変数として各分野統一
交通量発生段階ではアクセシビリティ指標（ACC)を除外・ 交通量発生段階ではアクセシビリティ指標（ACC)を除外

地域別発生ｼｪｱﾓﾃﾞﾙ ・ 交通量発生段階ではアクセシビリティ指標（ACC)を除外

航空経路選択ﾓﾃﾞﾙ 実勢運賃の作成方法を変更＋駐車場料金を考慮

便当たり旅客数算定ﾓﾃﾞﾙ 路線需要に応じてモデルを2つに区分。需要の小さな路線は小型機構

サブモデル H19dモデルからの改善点

全国発生ﾓﾃﾞﾙ 目的区分を細分化（日本人3目的 外国人2目的）

成率を変数に使用

《国際旅客》

全国発生ﾓﾃ ﾙ 目的区分を細分化（日本人3目的、外国人2目的）

海外方面（タイ・ベトナム、アジア以外）を細分化

インバウンド政策に関するダミー変数（VISA、VJ事業）を追加

海外人口を説明変数に追加
業務目的で構造変化を仮定

国内地域別発生ｼｪｱﾓﾃﾞﾙ 海外方面の区分を短距離（東アジア）、中長距離（それ以外）の2区分に

変更
航空経路選択ﾓﾃﾞﾙ 目的区分を細分化（日本人3目的、外国人2目的）

15
キャリア運賃を採用

便当たり旅客数算定ﾓﾃﾞﾙ 成田の長距離、関西・中部の中距離のモデルを追加

赤字はモデルの大きな変更点、黒字は主に時点修正



１．需要予測の前提条件（H19dとの比較・社会経済指標等）

社会経済指標に関して時点修正を行った上で、将来的な経済成長の幅を考慮し、GDPを複数ケース設定した。

項目 H19d予測 H24d予測

共通 予測年次 2012・2017年度（参考値2022・2027年度） 2017・2022・2027・2032年度

経済成長率
(日本の実
質GDP)

・2006、2007年度：H19年度の経済見通し（H19.1閣議決定）
・2008～2011年度：H18.1.18経済財政諮問会議「構造改革と経
済財政の中期展望」（2005年度改定）参考試算（内閣府作成）
2012年以降 内閣府「日本21世紀ビジョン」を参考にした国土

・2011年度まで：内閣府「平成23年度国民経済計算確報」（2012.12.25）
・2012、2013年度：平成25年2月28日閣議決定「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本
的態度」（2013.2.28）
2014年度以降 下記のとおり幅で設定・2012年以降：内閣府「日本21世紀ビジョン」を参考にした国土

計画局推計値
・2014年度以降：下記のとおり幅で設定
〇中位ケース：「日本再興戦略 -JAPAN is BACK- (平成25年6月14日)」より今後10年間（2014～
2023年度）の平均成長率2%。それ以降は10年間の平均成長率（2%）を想定。
〇上位ケース：日本再興戦略ケース＋1%の平均成長率3%を想定。
〇下位ケース： 新（2013年度）の実質GDPの政府見通しに、直近10年間（2001～2011年度）の実
質GDPの平均変化量を加算して設定（国土交通省「将来交通需要推計の改善について【中間とりま

国内

とめ】」（2010.8.19）の考え方に準拠）

国内人口 【全国】
・国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成
18年12月推計）の中位推計値。
【都道府県】
国土計画局推計値

【全国・都道府県】
・2010年国勢調査に基づく、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月
推計）」の出生中位(死亡中位)推計

・国土計画局推計値。

都道府県別
実質GRP

・国土計画局が推計した伸び率を元に、全国計がGDPと一致す
るように補正

・2010年度まで：内閣府「平成22年度県民経済計算」（2013.5.29）
・2011年度以降： 新（2010年度）の実質GRPに、直近10年間（2000～2010年度）の実質GRPの
平均変化量を加算したうえで（実質GDPの設定方法に準拠）、全都道府県の将来実質GRPの合計
値が将来実質GDPに一致するように比例定数を乗じて設定

国内ゾーン ・国内需要予測：223ゾーン ・国内需要予測：322ゾーン国内ゾ ン 国内需要予測：223ゾ ン
・国際需要予測：75ゾーン（日本人）・50ゾーン（外国人）

国内需要予測：322ゾ ン
・国際需要予測：322ゾーン（日本人）・50ゾーン（外国人）

海外ゾーン 32ゾーン 34ゾーン

海外実質
GDP

・2006、2007年度：IMF「WORLD ECONOMIC OUTLOOK 
Database, September 2006」（2006.9）
・2008年度：世界銀行「Global Economic Prospect 2007（世界

・2018年度まで：IMF「World Economic Outlook Database, April 2013」（2013.4）
・2019年度以降： 新（2018度）の実質GDPのIMF見通しに、見通しも含めた直近10年間（2008～
2018年度）の実質GDPの平均変化量を加算して設定

海外

2008年度：世界銀行「Global Economic Prospect 2007（世界
経済の展望2007）」（2006.12月）
・2009～2027年度：内閣府政策統括官室「Global Economic 
Prospect 2007」又は「世界経済の潮流 2004年秋」（2004.11）

2018年度）の実質GDPの平均変化量を加算して設定

海外人口 - ・UN「World Population Prospects: The 2010 Revision」（2011.6.28）の5年毎の国別将来人口推
計値を使用し 中間年を線形補完して設定計値を使用し、中間年を線形補完して設定

為替レート ・2007年度まで：IMF「WORLD ECONOMIC OUTLOOK 
Database, September 2006」（2006.9）
・2008年度以降：2007年度推計値で固定

・2018年度まで：IMF「World Economic Outlook Database, April 2013」（2013.4）
・2019年度以降：2018年度推計値で固定 16
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１．需要予測の前提条件（H19dとの比較・交通サービス水準）

交通サービス水準について、 新の情報を用いて設定した。

項目 H19d予測 H24d予測
国際航空 ・航空路線：2007年4月現在の路線（計画路線含む）に、2012

年度当初までに静岡が供用と設定（計画路線）。また、成田・
関西・中部空港における路線成立の可能性を検討。
・所要時間：2007年4月時点の水準で設定

・航空路線：2012年10月時点の路線（就航・撤退表明路線含む）に、2017年度以降、羽田昼間3万回
相当の新規路線開設を想定して設定
・所要時間：2012年10月時点の水準で設定
・運賃：2010年10月時点のキャリア運賃＋燃油サ チャ ジを基本に 2013年6月時点就航のLCC

交通サ 水準に て、 新の情報を用 て設定した。

・所要時間：2007年4月時点の水準で設定
・運賃：2005年10月時点の正規運賃（IATA）＋燃油サー
チャージで設定
・機材構成：国際線便あたり旅客数算定モデルにより推計

・運賃：2010年10月時点のキャリア運賃＋燃油サーチャージを基本に、2013年6月時点就航のLCC
の運賃水準を反映して設定
・機材構成：国際線便あたり旅客数算定モデルにより推計

国内航空 ・航空路線：2007年4月現在の路線（計画路線含む）に、2012 ・航空路線：2012年10月時点の路線（就航・撤退表明路線含む）で設定
年度当初までに静岡・百里が供用と設定（計画路線）。また、
成田・関西空港における路線成立の可能性を検討。
・所要時間：2005年10月時点の水準。
・運賃：2005年度平均運賃（推計値）をベースに設定
・機材構成：本邦航空会社の将来計画等により将来の大型機
構成率を設定

・所要時間：2012年10月時点の水準
・運賃：2010年度平均運賃（推計値）をベースに設定
・機材構成： 本邦航空会社の将来計画等により将来の小型機構成率および大型機構成率を設定

交通
サー
ビス

構成率を設定

空港の容量
制約

【国内需要予測】
・羽田：37.7万回/年
・成田：2万回/年
・伊丹：ジェット200回/日、プロペラ170回/日
神戸 60回/日

【国内需要予測】
・羽田：制限なし
・成田：制限なし
・伊丹：370回/日
神戸 60回/日・神戸：60回/日

【国際需要予測】
・首都圏空港（羽田+成田）：24.5万回/年

・神戸：60回/日
【国際需要予測】
・羽田：制限なし
・成田：制限なし

鉄道 【整備新幹線】
・2012年度当初までに八戸～新青森，博多～新八代間が供用

【整備新幹線】
・2017年度当初までに新青森～新函館、長野～金沢間が供用と設定度 初 戸 新青森，博多 新 代

と設定。
・2017年度当初までに新青森～新函館，長野～金沢間が供用
と設定。
【その他空港アクセス等】
・成田新高速鉄道・仙台空港アクセス鉄道が2012年度当初ま
でに供用と設定

度 初 新青森 新 、長野 設定
・2022年度当初までに武雄～長崎間が供用と設定
・2027年度当初までに金沢～敦賀間が供用と設定
（2035年度供用予定の新函館～新札幌は対象外）
【中央新幹線】
・2027年度当初までに東京～名古屋間は供用と設定（2045年度供用予定の名古屋～大阪間が対象
外）でに供用と設定 外）

自動車 ・高規格幹線道路は2012､2017年度当初までの整備計画を反
映して設定

・高規格幹線道路は2017、2022、2027年度当初までの整備計画を反映して設定

バス ・2005年10月時点の時間・運賃をベースに設定 ・2010年10月時点の時間・運賃をベースに設定 17

赤字はモデルの大きな変更点、黒字は主に時点修正



１．平成19年度航空需要予測結果との比較（全国旅客数）

○ リーマンショックや東日本大震災等の影響により 平成19年度に実施した航空需要予測結果を下回る

250航空旅客数

○ リ マンショックや東日本大震災等の影響により、平成19年度に実施した航空需要予測結果を下回る
結果となった。

例
２４５（参考）

150

200

実績値 予測値
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（国内＋国際）

︵
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出典（実績値） ：「航空輸送統計年報」
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0
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（国内） （年度）

「空港管理状況調書」他
（H19d予測値）：航空分科会答申（平成19年6月）
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20

1990 2000 2010 2020 2030 2040
（年度）（年度）
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平成19年度航空需要予測結果との比較（首都圏旅客数）

○ リーマンショックや東日本大震災等の影響により 平成19年度に実施した航空需要予測結果を下回る

180航空旅客数

○ リ マンショックや東日本大震災等の影響により、平成19年度に実施した航空需要予測結果を下回る
結果となった。

例
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140

160 実績値 予測値

︵
百
万

航空旅客数
（国内＋国際） １６２（参考）

１４６（参考）

１２８（参考）
１２８
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１１０
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H19d予測
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100万
⼈
／
年
︶

１１４

出典（実績値） ：「航空輸送統計年報」
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１．航空需要予測モデルの限界

一般的なモデルの課題と航空需要予測における事例を整理する

○モデルの構造や説明変数に含まれない要素を反映できない。
（例）

般的なモデルの課題と航空需要予測における事例を整理する。

（例）
・中国の訪問国の変化を表現できない。
・各種観光施策、FTA、EPAなどの影響を直接表現できない。

○説明変数等の将来値は外生的に与える必要がある。
（例）
・将来の路線の撤退・就航を予測できない。
・容量拡大・LCC就航等による新規路線就航等を想定する必要がある。

○将来のイベントリスクを想定できない。
（例）
・GDPや為替レートなどの 将来の突発的な変動を想定できない・GDPや為替レ トなどの、将来の突発的な変動を想定できない。
・震災やテロなどを予測できない。

20



２．羽田空港の現状

21



２．羽田空港における空港容量

○ 滑走路処理容量は、滑走路毎に離着陸機の滑走路占有時間及び大型機の後方乱気流を考慮した安全間隔により算出す○ 滑走路処理容量は、滑走路毎に離着陸機の滑走路占有時間及び大型機の後方乱気流を考慮した安全間隔により算出す
る。

○ 羽田空港における空港処理容量は、滑走路処理容量から、井桁滑走路配置、飛行経路、地上施設、環境対応等の制約要
因により減じられる。

＜空港処理容量イメージ＞ ③飛行経路

騒音影響軽減の観点

滑走路処理容量

騒音影響軽減の観点
から、可能な限り陸域
の飛行を回避し、特に
深夜時間帯は飛行経
路を東京湾内に限定。

①井桁滑走路配置

滑走路が交差してい
るため、出発・到着経

空港処理容量

路を東京湾内に限定。
→ 時間値に制約。

るため、出発 到着経
路が干渉。

連空港処理容量

②地上施設

連
動

②地上施設

滞留が生じないよ
う、増枠に向けたス
ポット増設、誘導路
形状変更等には別

④環境アセス整合性
環境アセス時の設定

形状変更等には別
途検討が必要

22



２．空港容量の制約要因 -滑走路処理容量の考え方－

○ 滑走路処理容量は、離陸・着陸に係る必要な時間を求め（7000機程度の離着陸時間を実測）、その平均値から1時間当たり処
理可能回数を算出する理可能回数を算出する。

○ 滑走路処理容量は、着陸、離陸ともに「必要な時間＝実測による平均値」により変化する。

⇒ 平均値が小さくなれば処理容量は大きくなる。

滑走路処理容量 算出方式

滑走路進入端

①着陸機が連続
する場合

着陸に必要な時間

出発機 到着機
以下のそれぞれの場合において、1時間の発生回数を求める。

＜①着陸機が連続する場合＞

着陸に必要な時間は、 終的な着陸判断を行う「滑走路進入端から1マイルの
地点」から 着陸後滑走路から離脱する間である

滑走路処理容量の算出方式

滑走路進入端
から１マイル

滑走路進入端滑走路停止位置
標識通過

地点」から、着陸後滑走路から離脱する間である。

＜②離陸機が連続する場合＞

離陸に必要な時間は、管制官から離陸を許可され、離陸滑走路開始後、後続離
陸機との安全間隔設定までの間である。

ただし、先行離陸機が大型機（B777、B787、A330等）の場合は、後続離陸機と

停止線

滑走路縁
滑走路進入
から1マイルで

終的な着陸
判断を行う

滑走路を離脱

の間に後方乱気流の2分間の安全間隔が必要。

＜③離着陸交互の場合＞

離着陸共用の場合は、「着陸に必要な時間（上記①）」と「離陸に必要な時間（管
制官から離陸を許可され、離陸までの間）」の合計。

※ 実際滑走路処理容量を求める際は、到着・出発機のそれぞれ実測値によるバ

滑走路進入端
から１マイル

③離着陸交互
の場合

着陸に必要な時間

離陸に必要な時間

後続離陸機との

②離陸機が連続
する場合

離陸に必要な時間

※ 実際滑走路処理容量を求める際は、到着 出発機のそれぞれ実測値によるバ
ラつきを考慮（標準偏差を加算）し、算出する。

滑走路進入端

離陸 離陸許可発出

滑走路縁通過
後続離陸機との
安全間隔設定

離陸

離陸許可発出

先行離陸機が一定

停止線

滑走路縁 滑走路進入
から1マイルで

終的な着陸
判断を行う滑走路を離脱停止線

先行離陸機が 定
距離離陸上昇した
のち、後続離陸機
の出発待機を解除
する
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２．空港容量の制約要因 ①井桁滑走路配置 -昼間時間帯の滑走路運用-

○羽田空港の4本の滑走路は井桁状に

配置されているため、必ず出発・到着
の干渉が発生するの干渉が発生する。

○このため、それぞれの滑走路を制約な
く独立に運用することは不可能（従属

係

A滑走路 C滑走路

B滑走路 関係）。

○従って、羽田空港の滑走路処理能力
は 滑走路一本当たりの 大値の合A滑走路 C滑走路 は、滑走路 本当たりの 大値の合
計から、従属関係の影響分を差し引い
た値となる。

D滑走路
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２．空港容量の制約要因 ①井桁滑走路配置＋③飛行経路
-限定的な経路設定に伴う滑走路運用-

○ 陸域への騒音影響軽減のため 基本的にできるだけ海上方向に飛行ルートを設定する必要があること また 防災のため○ 陸域への騒音影響軽減のため、基本的にできるだけ海上方向に飛行ル トを設定する必要があること、また、防災のため
石油コンビナート地区上空を回避する必要があることから、滑走路の使用方向には大きな制約がある。

北風運用時 南風運用時北風運用時 南風運用時

出発機

到着機

25



２．空港容量の制約要因 ①井桁滑走路配置＋②地上施設
-滑走路運用及びハザード（北風時）-

北風運用時

出発機

○○

○○

４０機／時間の場合
の 大処理機数

北方面への出発

滑走路横断 １２

北風運用時

出発機

到着機

国際線出発機の地上走行例

国際線到着機の地上走行例

③B滑走路

走路

出発機同士の競合

国際線到着機の地上走行例

到着機と出発機の競合①

②

国際線 滑走路横断（出発機 到着機）

②

③

C滑走路

③ 国際線の滑走路横断（出発機・到着機）
とＡ滑走路への到着機が競合

南又は西方面
への出発

滑走路横断

①

③

２８
A滑走路

D滑走路

＜北風時＞ D滑走路離陸機とC滑走路着陸機の関係への出発

北方面からの到着
南方面から 到着

２８
１２

＜北風時＞ D滑走路離陸機とC滑走路着陸機の関係

• D滑走路離陸機が、離陸滑
走開始後C滑走路着陸機の

飛行経路との交点を通過す
るまでの間 C滑走路着陸北方面からの到着

南方面からの到着 るまでの間、C滑走路着陸
機は交点の2マイル以遠に
いる必要がある。

• C滑走路着陸機が交点から
2マイルの地点を通過後交点を通 後
点を通過するまでの間、D
滑走路離陸機は離陸滑走
を開始することができない。
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○○

２．空港容量の制約要因 ①井桁滑走路配置＋②地上施設
-滑走路運用及びハザード（南風時）-

南方面からの到着
南風運用時

出発機

○○

○○

４０機／時間の場合
の 大処理機数

南方面からの到着

２８

南風運用時

到着機

国際線出発の地上走行例

国際線到着の地上走行例

③

②

着機 す 機 後方 気流 響

①

③

②
到着機と国際線出発機の滑走路横断が
Ａ滑走路出発機と競合

到着機と出発機の競合

北方面からの到着

滑走路横断 １２

②

到着機に対する出発機の後方乱気流の影響③滑走路横断

滑走路横断
①

①

１２

＜南風時＞ C滑走路離陸機とD滑走路着陸機の関係

北方面への出発

①

１８
• C滑走路離陸機が、離陸後

の飛行経路とD滑走路の交
点を通過する時点で、D滑走
路着陸機は交点の2マイル以

北方面への出発
南又は西方面への出発 ２２ 遠（離陸機がヘビー機の場合

は120秒）にいる必要がある。

• D滑走路着陸機が交点から2
マイルの地点を通過後交点
を通過するまでの間 C滑走

27
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２．空港容量の制約要因 ②地上施設

○以下に示すのは、現状でも発生している滞留の例。現状の交通量では運用上対応可能で
あるが 発着機数の増加により滞留発生頻度も増加するため 地上交通が大きく制限を受

到着機（オレン
ジは国際線到着）

あるが、発着機数の増加により滞留発生頻度も増加するため、地上交通が大きく制限を受
けることとなる。この結果、 悪の場合には、着陸後に滑走路から離脱することができなく
なり、空港機能が麻痺してしまうおそれもある。

○ また、現在のエプロン（スポット）、ターミナルビル等の地上施設は、発着回数44.7万回（国
際線については 年間旅客取扱数 1 250万人 時間当たり12便）の取扱を前提とした規模

出発機

トーイング機

駐機機

際線については、年間旅客取扱数:1,250万人、時間当たり12便）の取扱を前提とした規模
となっている。

○ このため、空港容量拡大にあたっては、地上交通の滞留の検証、滞留抑制方策及びエプ
ロン・ターミナルビル等の地上施設の規模についての検討が不可欠となる。

駐機機
スポットの空き待ち

による滞留C滑走路離陸待ち行

列及びこれによる地
上交通の滞留交通 滞留

〇滑走路 ４本（Ａ滑走路(3 000 ×60 ) Ｂ滑走路2 500 ×60 )

羽田空港の施設概要

トーイング機のB
滑走路横断待ち

〇滑走路：４本（Ａ滑走路(3,000m×60m)、Ｂ滑走路2,500m×60m)、
Ｃ滑走路(3,000m×60m)、Ｄ滑走路(2,500ｍ×60m))

〇スポット数：197スポット（整備中含む）
ローディングスポット：143（整備中含む）
ナイトスティスポット： 54（整備中含む）

〇旅客タ ミナルビル規模：
到着機のA滑走
路横断待ち行列国際線ターミナ

ル地区の出入
り機の競合

国際線ターミナルス
ポットの空き待ちに

よる滞留

〇旅客ターミナルビル規模：
国内線 第１ビル 約29万㎡

第２ビル 約25万㎡
国際線 約25万㎡（拡張中の面積含む）
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２．空港容量の制約要因 ③飛行経路 - 東京港第一航路 -

○D滑走路整備時には、D滑走路を離発着する航空機の運航の安全性を確保するため、東京港第一航路を移設した。
なお 53 7mを超える船舶が航行する場合は 航空機の運航を中止することになっている

東京港第一航路

なお、53.7mを超える船舶が航行する場合は、航空機の運航を中止することになっている。
○滑走路の増設等の際には、第一航路との離隔距離や船舶の高さの影響等も考慮する必要がある。

航路切り替え

Ａ.Ｐ.+15.0ｍ Ａ.Ｐ.+13.7ｍ
Ａ.Ｐ.+17.1ｍ

Ａ.Ｐ.+7.3ｍ

多摩川河口域
桟橋部
（1 100m）

埋立部
（2,020m）

Ａ.Ｐ. 15.0ｍ

（1,100m）

船舶高基準面

15m
Ｄ 滑 走 路 満潮時(A P 2 4 )

17.1m

船の高さ：
53.7m+2.4m（満潮）
＝56.1m

29■Ｄ滑走路縦断面図
新第一航路

Ｄ 滑 走 路

約1,700m

満潮時(A.P.+2.4m)

旧第一航路



北風好天時 北風好天時以外

２．空港容量の制約要因 ③飛行経路
-6時～23時の飛行経路（北風時）-

出発経路

到着経路

進入復航経路

実線：6000フィート未満
点線：6000フィート以上

・網掛けは、レーダー誘導による標準的な飛行の範囲と流れを示すイメージですが、状況によっては当該範囲
を超えて飛行する可能性があります。 30



南風好天時 南風好天時以外

２．空港容量の制約要因 ③飛行経路
-6時～23時の飛行経路（南風時）-

出発経路

到着経路

進入復航経路

実線：6000フィート未満
点線：6000フィート以上

・網掛けは、レーダー誘導による標準的な飛行の範囲と流れを示すイメージですが、状況によっては当該範囲
を超えて飛行する可能性があります。
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北風運用時 南風運用時

２．空港容量の制約要因 ③飛行経路
-深夜早朝時間帯（23時～6時）の飛行経路-

使用滑走路は、
出発：Ｃ滑走路（16L）
到着：Ｄ滑走路（23）

使用滑走路は、
出発：Ｄ滑走路（05）
到着：Ｃ滑走路（34R）

北風運用時 南風運用時

環境に配慮す環境 配慮す
るため、飛行
コースを海上に
設定

処理能力は処理能力は、
出発８機／時
到着８機／時
（混合時）

到着経路（好天時）

出発経路

到着経路

出発経路

到着経路（悪天時）
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○首都圏空港周辺には 羽田空港及び成田空港の離着陸機を管制する空域のほか 横田空域（米軍）と百里空域（自衛隊）が

２．空港容量の制約要因 ③飛行経路 -首都圏空域-

○首都圏空港周辺には、羽田空港及び成田空港の離着陸機を管制する空域のほか、横田空域（米軍）と百里空域（自衛隊）が
存在する。

○２０１０年１月に関東空域を再編し、成田レーダーを羽田に統合。空域を一元的に管理し、混雑時間帯に輻輳する航空機を安
全、かつ効率的に誘導できる体制となった。

7,000ﾒｰﾄﾙ

7,000ﾒｰﾄﾙ

3,960ﾒｰﾄﾙ

茨城空港（百里飛行場）

横田空域

百里空域

横田飛行場

5,500ﾒｰﾄﾙ

茨城空港（百里飛行場）

東京国際空港

4,880ﾒｰﾄﾙ

3,650ﾒｰﾄﾙ 4,570ﾒｰﾄﾙ

成 タ

成田国際空港

4,270ﾒｰﾄﾙ
2,450ﾒｰﾄﾙ

4,570ﾒｰﾄﾙ

成田セクター

羽田セクター

羽田出発機

羽田到着機

3,300ﾒｰﾄﾙ

到着機

成田出発機

成田到着機 33



横田空域 羽田空域 成田空域

２．空港容量の制約要因 ③飛行経路 -横田空域-

野田市

岩槻区

宮代町

春日部市

松伏町北区

上尾市

伊奈町
蓮田市よこ

見沼区

西区川越市

桶川市
東松山市

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

竜ヶ崎市

牛久市

取手市

つくばみらい市

守谷市

常磐市
阿見町

稲敷市

○横田空域は北は新潟県から南は
静岡県まで、１都９県に及ぶ広大
な空域を占めている。

横田空域 羽田空域 成田空域

草加市

足立区
清瀬

吉川市

八潮市

三郷市

緑区

鳩ヶ谷市

川口市

越谷市

中央区
浦和区

大宮区

朝霞市

和光市

戸田市
蕨市

南区

志木市三芳町

所沢市
新座市

西区

桜区

日高市

入間市

狭山市

川越市

ふじみ野市

富士見市

河内町

利根町

取手市

流山市

白井市
印西市

松戸市

我孫子市

柏市 栄町

神崎町

成田市

福島県

新潟県

栃木県

千代田区

中央区
渋谷区

港区

豊島区

新宿区

文京区
台東区

足立区

葛飾区

墨田区

江戸川区

江東区

調布市

練馬区

杉並区

中野区

板橋区
北区

小金井市

府中市

西東京市

武蔵野市

三鷹市

日野市

清瀬市

東久留米市

昭島市
国分寺市

立川市

国立市

武蔵村山市

東大和市

東村山市
鎌ヶ谷市

浦安市

船橋市

市川市

芝山町
富里市

酒々井町

稲毛区

四街道市
花見川区

習志野市

佐倉市

八千代市

八街市
7,000

荒川区

小平市

群馬県

栃木県

大田区

世田谷区

港北区

高津区

青葉区

緑区

都筑区 幸区

川崎区

鶴見区

目黒区

品川区

麻生区

多摩区

宮前区

狛江市稲城市

八王子市 多摩市

町田市

浦安市 稲毛区

緑区

山武市

若葉区

中央区

美浜区

大網白里町
九十九里町

東金市

相模原市

中原区

東京国際空港

埼玉県

寒川町

西区

神奈川区 中区海老名市

綾瀬市

泉区

戸塚区
港南区 磯子区

神奈川区座間市
大和市

瀬谷区
旭区

保土ヶ谷区

鶴見区

長柄町

市原市

長南町

袖ヶ浦市

白子町

茂原市

長生村

厚木市

長野県

5,500

横田飛行場

入間飛行場

山梨県

東京都
葉山市

逗子市

鎌倉市

寒川町

茅ヶ崎市

藤沢市
金沢区

栄区

長南町

木更津市 一宮町

睦沢町

いすみ市

大多喜町君津市

平塚市

4,880

4 270

3,650
東京国際空港

立川飛行場

調布飛行場

厚木飛行場

神奈川県 三浦市

横須賀市

鴨川市

富津市

勝浦市

御宿町静岡県

4,270 2,450

※高度の単位はメートル

厚木飛行場
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• 羽田空港においては 沖合展開事業前（昭和63年新A滑走路供用開始前）より 陸域での騒音総量を抑制する

２．空港容量の制約要因 ④環境対応 -基本的コンセプト-

• 羽田空港においては、沖合展開事業前（昭和63年新A滑走路供用開始前）より、陸域での騒音総量を抑制する
観点から、東京湾を 大限活用し、できる限り陸域を回避する飛行ルートが設定されていた。

• その後、騒音問題の抜本的解決と容量の拡大を図るために実施した沖合展開事業や更なる容量拡大を図るた
めの再拡張事業においても、羽田空港が東京湾に面するという地理的条件を活かし、東京湾を 大限活用した

春日部市上尾市
川島町

伊奈町
蓮田市

宮代町
桶川市

坂戸市

東松山市

野田市

常総市

つくばみらい市 牛久市

阿見町

現在の飛行経路

上で、可能な限り陸域への騒音影響を軽減する飛行ルートを設定している。

印西市

三郷市

八潮市

草加市

川口市

鳩ヶ谷市
戸田市

蕨市

和光市新座市

朝霞市
所沢市

南区
志木町三芳町

富士見市

ふじみ野市
桜区狭山市

入間市

川越市

吉川市越谷市

松伏町岩槻区

緑区

見沼
区

浦和区
中央区

西区
大宮
区

北区鶴ヶ島市

野田市

流山市

柏市

松戸市 白井市

我孫子市

栄町

成田市

神崎町

守谷市

取手市

利根町

河内町

龍ヶ崎市

稲敷
市

埼玉県

茨城県
現在の飛行経路

● 沖合展開事業前の滑走路配置と運用
（昭和63年当時）

N

D

N

D

《出発経路》

【凡例】
稲毛区

印西市

多摩区

多摩市 稲城市

日野市 府中市

国立市

昭島市 立川市

武蔵村山市

東大和市

東村山市
清瀬市

国分寺市小金井市

小平市
西東京市

調布市

東久留米市

武蔵野市

三鷹市

狛江市
世田谷区

杉並区

練馬区

板橋区

中野区

目黒区

渋谷
区

新宿区

港区

豊島区

北区
足立区

葛飾区

江戸川区

江東区中央区

千代田区

文京区 墨田区台東区

荒川区

和光市新座市 松戸市

市川市

浦安市

船橋市

鎌ヶ谷市

八千代市

習志野市

佐倉市

花見川区

美浜区

四街道市

八街
市

山武市

芝山町富里市
酒々井町

東京都

千葉県
旧B

新B

新C

新A

D

旧A
旧C

京浜島
到着

出発 旧B

新B

新C

新A

D

旧A
旧C

京浜島

《出発経路》

《到着経路》座間市
大和市 旭区

瀬谷区 西区保土ヶ谷区

神奈川区

緑区
港北区

都築区

青葉区

鶴見区

川崎区

幸区

中原区

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

町田市 大田区

品川区 若葉区

中央区

緑区

市原市
長柄町 茂原市 白子町

大網白里町

東金市

九十九里町

南風時到着経路

N N

● 沖合展開事業による新たな滑走路配置と運用
（平成12年当時）

南風時

北風時葉山市

逗子市

金沢区

鎌倉市

栄区

港南区 磯子区

中区神奈川区

戸塚区

藤沢市

茅ヶ崎市

寒川町

海老名市
綾瀬市

泉区 袖ヶ浦市

木更津市

君津市
いすみ市

長南町

睦沢町 一宮町

長生村

北風時到着経路

神奈川県

N

京浜島

旧B

新B

新C

新A

D

到着

出発

N

京浜島

旧B

新B

新C

新A

D

北風時

三浦市

横須賀市

葉山市

富津市

大多喜町

勝浦市

御宿町

北風時到着経路

南風悪天

北風好天
以外

北風好天

南風好天

旧B出発 旧B
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２．空港容量の制約要因 ③環境対応
– 関係自治体等との主な取り決めにおける現行ルート設定上の制約について

港区

渋谷区

杉並区 千代田区

中央区 江東区

江戸川区
沖合展開後の新C滑走路

の運用方式として「原則とし
て、航空機は京浜島上空を

品川区

目黒区

世田谷区

港区

浦安市飛行しない。」（平成9年～）

低騒音ジ ト機によるA滑

・ 南風悪天時のD滑走路へ

の着陸ル トについて 浦安

大田区

品川区

中原区

高津区

低騒音ジェット機によるA滑

走路北向き離陸左旋回に
ついては、3便以下とする。

（平成22年～）

の着陸ルートについて、浦安
市陸域の上空通過を回避す
る。（平成22年～）

・ 北風離陸時においては大田区

幸区東京国際空港に離発着す
る航空機は、原則として、

・ 北風離陸時においては、

浦安市上空の通過を回避す
る飛行方式を基本とする。

（平成17年～）

川崎区

鶴見区

港北区
る航空機は、原則として、
川崎石油コンビナート地域
上空を避け、適切な飛行
コースとする。

（昭和45年～）

・ 南風離陸時においては、

浦安市上空の通過を回避す
るよう、離陸機に対して指示、
誘導を行うことを基本とする

東京湾

神奈川区

西区

（昭和 年 ） 誘導を行うことを基本とする。
（平成17年～）
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1 時間帯別離着陸回数（日あたり便数）
3. 環境保全の基準又は目標 （単位：WECPNL）

備考 Ⅰを当てはめる地域は

（平成18年度「評価書」抜粋）

２．空港容量の制約要因 ④環境対応
- 羽田空港再拡張事業に係る平成18年度の環境アセス-

区分 6時台から22時台 23時台から5時台

国内・国際線 1,114※ 112

公用機枠 30

1. 時間帯別離着陸回数（日あたり便数）

【注】
ﾌｧｲｱｰﾌﾞﾚｲｸ：

航空機発着の遅延によ
る混雑を吸収するために

地域の
類型

Ⅰ Ⅱ
備考：Ⅰを当てはめる地域は
専ら住居の用に供される地域
とし、Ⅱを当てはめる地域は
Ⅰ以外の地域であって通常の
生活を保全する必要がある地
域とする。

基準値 70以下 75以下
公用機枠 30

ﾌｧｲｱｰﾌﾞﾚｲｸ 16

特定時間枠 60

合計 1,220 112

る混雑を吸収するために
発着機数を抑制する枠

特定時間帯：
6:00～8:30の間の到着

及び20:30～23:00の間の
出発枠

予測地域
地域の
類型

環境基準又は目標との整合性

現状と 様 上 影響は浮島町 及

4. 環境保全の基準又は目標との整合性

,
出発枠

川崎市
川崎区

無し

現状と同様にWECPNL70以上の影響は浮島町へ及

ぶが、同地域は石油化学コンビナート等の立地する
工業専用地域であり、専ら住宅の用に供される地域
ではないことから、目標を達成している。

現状と同様にWECPNL70以上の影響は京浜島、城

南島などへ及ぶが、地域の類型Ⅰには指定されてお

・ 上記、表の離着陸回数は、現在の管制技術、航行の安全性、騒音の軽減に配慮した飛行経
路において、時間あたり80発着を処理することを前提に設定したものである。
・ 6時から22時台までの17時間において、1時間あたりの容量限界（離陸40回、着陸40回）で運
用した場合の回数（ただし公用機などを除く）が※の1,114回/日であり、これがいわゆる年間
40 7万回に相当する

2. WECPNLの

東京都
大田区

Ⅰ及び
Ⅱ

南島など 及ぶが、地域の類型Ⅰには指定されてお
らず、地域の類型Ⅱに指定されている地域において
はWECPNL75未満であり、地域の類型が指定されて

いない地域においては、工場、倉庫等が立地する工
業専用地域、準工業地域であり、専ら住居の用に供
される地域ではないことから、環境基準又は目標を達
成している。

40.7万回に相当する。
・ 本環境影響評価ではこの1,114回/日に、特定時間枠（朝の到着、夜の出発でほとんど需要が
見込めない部分）、深夜早朝時間帯（23時台～5時台）をあわせ予測評価の対象とした。

：WECPNL70

予測結果 東京都
品川区

Ⅰ及び
Ⅱ

区域にWECPNL70以上の影響は及ばないことから、
環境基準を達成している。

東京都
江東区

無し

WECPNL70以上の影響は現状と同様に青海の先端

部へ及ぶが、同地域はコンテナターミナル等の立地
する準工業地域であり、専ら住居の用に供される地

【凡例】

：WECPNL70

：WECPNL75

域ではないことから、目標を達成している。

東京都
江戸川区

無し
区域にWECPNL70以上の影響は及ばないことから、
目標を達成している。

千葉県
木更津市

Ⅰ及び
Ⅱ

市内にWECPNL70以上の影響は及ばないことから、
目標を達成している。地域の類型

：Ⅰ類型

：Ⅱ類型

木更津市 目標を達成 る。

千葉県
君津市

Ⅰ及び
Ⅱ

市内にWECPNL70以上の影響は及ばないことから、
目標を達成している。

その他
千葉県各市

無し
市内にWECPNL70以上の影響は及ばないことから、
目標を達成している。

地域の類型
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３．成田空港の現状
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３．成田空港における発着容量

○ 滑走路処理容量は 滑走路毎に滑走路占有時間及び大型機の後方乱気流を考慮した安全間隔により算出する○ 滑走路処理容量は、滑走路毎に滑走路占有時間及び大型機の後方乱気流を考慮した安全間隔により算出する。
○ 成田空港における発着容量、発着回数（平成24年度実績）は、滑走路処理容量を基に、環境対応、地上施設、滑走路運用

といった制約要因により減じられる。

滑走路処理容量

③滑走路運用
B滑走路（2500m）はA滑走路
（4000m）より滑走路長が短く、フル
活用されていない

①環境対応
発着容量（30万回）、離着陸制限、
22時台の便数制限については 地

発着容量

活用されていない22時台の便数制限については、地
元との合意事項

発着回数発着回数

※

39
②地上施設
地上施設の形状から滑走路処理
容量を算出

※国際線中心の成田空港では、どうしてもオフピークの時間帯が発生する
ため、発着容量をフルに活用することが難しい面がある。



○ 国際線中心 成 空港 は 出発機と到着機が集中する時間帯がそれぞれ異なるため 需要に柔軟に対応 きる「 イ

３．成田空港における発着容量 ～スライディングスケールの導入

○ 国際線中心の成田空港では、出発機と到着機が集中する時間帯がそれぞれ異なるため、需要に柔軟に対応できる「スライ
ディングスケール」（＝１時間あたりの出発機と到着機の組み合わせ）を導入している。

スライディングスケール（2014年夏ダイヤ）

時間値 64 回／時時間値 64 回／時

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

48
48

44 45 46 47
48

38 39 40 41 42
34

36 37

43

23 24
出

発

4847 48

9

4
20 21 22

25 26 27 28 29 30

8765

10

32

31 32 33

11 12 16 17 18 19

48
48

48
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

48
48

48
48

48

48
48

48
48

48

48

46 46 46 46 45 44 43 42

18 17 16 16

23 22 21 20

26 26 25

19

37 36到

着

39 38
35 34 33 32 31 30

24

16 16 15 14 13 12

29 28 27

44 43 42 41 40

40
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○ 成田国際空港では 空港周辺地域への騒音の影響を抑えるため 昭和53年の開港以来 離着陸制限（カ フ ） 22時

３．発着容量の制約要因 ①運用に関する地元との合意

○ 成田国際空港では、空港周辺地域への騒音の影響を抑えるため、昭和53年の開港以来、離着陸制限（カーフュー）、22時
台の便数制限が設けられている。

昭和４６年１月８日（国騒第１号 「千葉県知事から運輸大臣への文書」より抜粋）

２．運行時間
緊急の場合を除き２３時から６時までの運航停止を厳守されたい。また、２２時以降の

運航便数を極力制限された運航便数を極力制限されたい。

昭和４６年１月２９日（空新第６号 「運輸大臣から千葉県知事への文書」より抜粋）

２ 運行時間について２．運行時間について
２３時から６時までの間は航空機の運航ダイヤを認めないこととするが、航空機の運航

に当たって遅延等を生じた場合は、例外として処理することとしたい。また、２２時以降の
運航便数についても 東京国際空港の現行便数を上回らないように努力したい。運航便数についても、東京国際空港の現行便数を上回らないように努力したい。
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３．発着容量の制約要因 ①運用に関する地元との合意

○ 成田空港の発着容量 離着陸制限 22時台の便数制限 飛行コース・高度については 繰り返し確認されてきた地元との○ 成田空港の発着容量、離着陸制限、22時台の便数制限、飛行コ ス 高度については、繰り返し確認されてきた地元との
合意事項である。

新東京国際空港公団民営化に関する覚書（平成15年2月 四者合意）

① 発着容量 ・・・・・・・・・・ 20万回を限度（騒音対策は22万回をベース）

② 離着陸制限・・・・・・・・・6時から23時まで ※1・2

新東京国際空港公団民営化に関する覚書（平成15年2月 四者合意）

③ 22時台の便数制限・・・ 22時台はA・B滑走路とも10便以下 ※3

④ 飛行コース・高度 ・・・・ 直進上昇・降下、離着陸以外の県内通過高度6,000ft以上 ※4・5・6

容量拡大（30万回）に係る確認書（平成22年10月 四者合意）

①´ 発着容量 ・・・・・・・・・ 30万回まで拡大 ※7

容量拡大（30万回）に係る確認書（平成22年10月 四者合意）

※1 航空機の安全、乗客の生命に係る場合や、台風や大雪などの悪天候により成田空港全体の運航が大きく乱れた場合などは除く

※2 出発地空港における悪天候等による遅延など、航空会社の努力では対応できないやむを得ない場合には、低騒音機であること、割増料金を支払うことなどを条件に、23～

24時に限り離着陸が認められる【平成25年3月 四者合意】

※3 22時台にA・B滑走路ごとで10便以下とするため、21時台・22時台はA・B滑走路ごとにスケジュール調整を行っている。

※4 正確には、「成田空港の出到着機の飛行経路は九十九里から利根川までの間を直進上昇・直進降下とし、出到着機以外の千葉県上空通過の高度は6,000ft以上とする」

【昭和48年5月 国・千葉県合意】（霞ヶ浦上空（LAKES）に向かう到着機や銚子上空を飛行する到着機の飛行高度は、通過機でないため6,000ftの対象外との確認済み）

※5 北風時に鹿島灘方面から飛来し、空港南側から着陸する航空機について、混雑等によって航空管制上必要な場合に限り、関係市町上空の飛行高度を6,000フィート以下

（5,000フィート～4,000フィート）とすることができる【平成22年12月 国・県・関係市町・NAA合意】

※6 南風時に九十九里方面に離陸する航空機について、混雑等によって航空管制上必要な場合に限り、高度6,000フィート到達後、かつ、騒防法1種区域の外側に達した場合

は 左右に旋回させることができる【平成23年1月 国 県 関係市町 NAA合意】
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は、左右に旋回させることができる【平成23年1月 国・県・関係市町・NAA合意】

※7 具体的には、「A・B滑走路合計の一週間あたり発着回数」に上限値を設定してスケジュール調整を行っている（滑走路ごとの上限は設定していない）



３．発着容量の制約要因 ①運用に関する地元との合意～カーフューの弾力的運用

○ 平成２５年３月より 航空会社の努力では対応できないやむを得ない場合には 23時から24時に限り離着陸を認める弾力

〈 離 陸 〉 〈 着 陸 〉

【 弾力的運用（H25.3.31～） 】 （※１）【 従 前 】
〈 離 陸 〉 〈 着 陸 〉

○ 平成２５年３月より、航空会社の努力では対応できないやむを得ない場合には、23時から24時に限り離着陸を認める弾力
的運用を開始した。

２２：００

２３：００

〈 離 陸 〉 〈 着 陸 〉

A・B 各滑走路１０便まで
－ 現状と同じ －

〈 離 陸 〉 〈 着 陸 〉

A・B 各滑走路１０便まで

出発空港での遅延
－ 「やむを得ない事態」に追加（※２） －

０：００

・ 出発空港での遅延
・ 他空港での一時退避による遅延
・ 玉突きによる遅延
・ 成田への引返し

・ やむを得ない理由による遅延

開港以来３５年間
変更なし

離着陸制限（カーフュー）時間帯

「緊急またはやむを得ない事態」のみ離着陸可能
（具体例）

離着陸制限（カーフュー）時間帯

（変更なし）
「緊急またはやむを得ない事態」のみ離着陸可能

（具体例）
・機体の安全上の異常事態
・急病人の発生等生命に係る異常事態
・捜索、救難
・成田空港での異常気象 など

（具体例）
・機体の安全上の異常事態
・急病人の発生等生命に係る異常事態
・捜索、救難
・成田空港での異常気象 など

－ 現状と同じ －

※１ 本弾力化措置は、全航空会社を対象、低騒音機に限定、地域への連絡・情報公開、割増料金の支払い、恒常的遅延発生の航空会社への指導を条件。
※２ 航空会社側の事情により発生するものを除き、気象等のやむを得ない理由によるものに限る。

① ② ③ ④

５：００

６：００
・ 気象等による早着（洋上待機）

－提案から除外（※３）－

※３ 地域からの意見（①早朝を提案から除く、②健康調査の実施、③運用をＨＰ等で公開、④実施状況の検証）を受け入れることとした。
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平成２５年３月２９日（「成田空港の離着陸制限（カーフュー）の弾力的運用に関する確認書」より抜粋）

１．現行の成田空港の離着陸制限（カーフュー）時間及び２２時台の便数制限（Ａ・Ｂ滑走路とも１０便まで）を引き続き厳守するとともに、
弾力的な運用が 小限となるよう航空会社の指導を強化すること。

２．弾力的な運用によって、なし崩し的に運用時間が拡大することのないよう、２３時以降に新たなダイヤを設定しないこと。



○ 海外の国際空港においては カ フ が設けられている空港のほか 夜間の離着陸に関し 高騒音機材の運航禁止等

３．発着容量の制約要因 ①運用に関する地元との合意～海外の主要空港との比較

○ 海外の国際空港においては、カーフューが設けられている空港のほか、夜間の離着陸に関し、高騒音機材の運航禁止等
の制限が設けられている空港がある。

他空港におけるカーフューの例

空港名（国名） 立地 内容

ミュンヘン （ドイツ）
内陸

22:00-06:00
※飛行距離、騒音レベル等に応じてカーフューの緩和条件有り

オ （ ） 内陸オルリー （フランス） 内陸 23:00-06:00

コペンハーゲン （デンマーク） 海上 23:00-06:00

バンクーバー （カナダ） 海上 00:00-07:00

高雄 （台湾） 海上 00:01-06:30高雄 （台湾） 海上 00:01 06:30

空港名（国名） 立地 内容

ギ 陸 高騒音機 航を禁

上記の他、夜間の離着陸に関する制限の例

ヒースロー （イギリス） 内陸 23:00-07:00 高騒音機材の運航を禁止

シャルル・ド・ゴール
（フランス）

内陸 23:15-06:00 騒音レベルに応じて運航を制限

スキポール （オランダ） 内陸 18:00-06:00 騒音レベルに応じて運航を制限キポ （オラ ダ） 内陸 騒音 運航を制限

香港 （中国）
海上

23:01-07:00 騒音軽減運航方式による運航のみを許可
00:01-07:00 特定滑走路での運航を優先

チャンギ （シンガポール） 海上 00:00-06:00 特定滑走路での離陸に限定

スワンナプ ム （タイ） 02 00 06 00 着陸後のリバ ス（エンジンの逆噴射を用いた減速方法）の
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スワンナプーム （タイ）
内陸

02:00-06:00 着陸後のリバース（エンジンの逆噴射を用いた減速方法）の
使用を制限

仁川 （韓国） 海上 21:00-09:00 特定滑走路の運航を禁止

出典：成田国際空港（株）提供資料より航空局作成



３．発着容量の制約要因 ②地上施設～滑走路、誘導路等

滑走路から離脱する到着機と滑走路に

向かう出発機が輻輳（滑走路占有時間にロス）B滑走路の離陸機は全体の1割 機B滑走路の離陸機は全体の1割
［B滑走路］

南風運用時に使用できる高速離脱誘導路は

滑走路の末端に1本のみ（滑走路占有時間にロス）

Ｖ ピーク時に地上交通が混雑し、恒常

的な遅延が発生

高速離脱誘導路の位置・角度が 適でない

（滑走路占有時間にロス）

的な遅延が発生

ホールディングベイが未整備のため出発便の入れ

替えができない

滑走路停止線が滑走路中心線から遠い

（滑走路占有時間にロス）

［A滑走路］

ホールディングベイが未整備のため出発便の入れ

替えができない
：未取得用地

：Ａ滑走路の滑走路停止線

：未取得用地

：上物等が存在する用地
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３．発着容量の制約要因 ②地上施設～ターミナル施設等

（第2ターミナル）

• 際際乗り継ぎの機能向上が必要際際乗り継ぎの機能向上が必要

（第1・2ターミナル）

・固定ゲートが不足

Ｖ

（第1ターミナル北ウイング）

• 国内線施設がないため際内乗り継ぎの機能確保が必要

• 固定ゲートが不足固定ゲ 不足

（第1ターミナル南ウイング）

• 入居アライアンスの便数が伸び続けており、本館施設の機能向上が必要

• 固定ゲートが不足
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○ パイロットは滑走路長が長いA滑走路を選択しやすいため B滑走路の離陸機は全体の１割 また B滑走路の離着陸機は

３．発着容量の制約要因 ③滑走路運用

○ パイロットは滑走路長が長いA滑走路を選択しやすいため、B滑走路の離陸機は全体の１割。また、B滑走路の離着陸機は
全体の３割。

年間離着陸回数（212,079回） 年間着陸回数(106,059回) 年間離陸回数(106,020回)

滑走路 滑走路

8,720

B滑走路

(8 2%)

139,119

72,960
A滑走路

B滑走路

(34.4%)
41,819

64 240

A滑走路

(39.4%)B滑走路
A滑走路

(8.2%)

(65.6%)
64,240
(60.6%) 97,300

A滑走路

(91.8%)
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○ 成田空港は 井桁構造の４本の滑走路を有する羽田空港と異なり 滑走路が平行に配置されており また 平成２３年１０

（参考）成田空港の滑走路配置

○ 成田空港は、井桁構造の４本の滑走路を有する羽田空港と異なり、滑走路が平行に配置されており、また、平成２３年１０
月より同時離着陸方式が適用されていることから、滑走路配置が空港処理容量の制約とはなっていない。

成田空港の滑走路使用方法

到着機ピークの時間帯 出発機ピークの時間帯 その他の時間帯

BB B

同時出発
同時着陸

北
風
時

AA A
A：主に出発 B:主に到着A：出発+到着 B:主に到着 A：主に出発 B:出発+到着

BB B

同時出発
同時着陸

南

AA A
A：主に出発 B:主に到着A：出発+到着 B:主に到着 A：主に出発 B:出発+到着

同時着陸 風
時

これら３つのパターンをその時の交通量に応じて、使い分けている。

A：主に出発 B:主に到着A：出発+到着 B:主に到着 A：主に出発 B:出発+到着
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○ 成田空港では、直進上昇・直進降下の飛行制限があるものの、同時離着陸方式の実施により効率的な運用が行われてい

（参考）成田空港の離着陸機の飛行コース

○ 成田空港では、直進上昇 直進降下の飛行制限があるものの、同時離着陸方式の実施により効率的な運用が行われてい
るため、飛行経路が空港処理容量の制約とはなっていない。

－成田空港の飛行コース・高度については、開港以来、成田空港の出到着機の飛行経路は九十九里から利根川までの間を直進上昇・直進降下と
し、出到着機以外の千葉県上空通過の高度は6,000ft以上とされている。

－ 2011年3月以降は、南風運用時において、成田空港出発機のうち6,000ft以上の高度に達したものについては、直線上昇を免除することで地元
と合意していると合意している。

49



４．その他空港
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４．その他空港の活用等①：首都圏の飛行場分布

○ 首都圏に存在する飛行場の分布、及び各飛行場の滑走路長は以下の通り。

○ 他空港の利用可能性については、管理者との関係、都心からの距離、空港へのアクセス、滑走路延長など、様々な観点から
の検討が必要。

飛行場 管理者
都心部への

2700m,2700m
50km

飛行場 管理者
所要時間※

百里 防衛省 1:40

ＮＡＡ

静岡空港
滑⾛路⻑
2,500m

東京までの距離
170km

2000

600m
成田

ＮＡＡ
（株式会社）

1:00

下総 防衛省 1:00

4000m,2500m3353 m 2249m

2000m

10km
木更津 防衛省/米軍 0:50

羽田 国交省 0:20

桶川
本田航空

3000m,3000m,
2500m,2500m

800m 桶川
本田航空
（株式会社）

1:10

入間 防衛省 1:15

横田 米軍 1:00
2438m

1830m 3,000m以上

2 000m以上

主滑走路長
凡例

横田 米軍 1:00

調布 東京都 0:35

厚木 防衛省/米軍 1:00

･･･高速道路
･･･主要な一般道路

2,000m以上

2,000m以下
※全国総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）により算出。

（都心部を東京駅として設定。）
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４．その他の空港の活用等②：横田飛行場、茨城空港、静岡空港等

○ 首都圏近辺には、羽田・成田のほか、横田飛行場、茨城空港、静岡空港等が存在する。

75km

東京駅から
の距離 茨城空港

富士山静岡空港
・設置管理者：静岡県
・滑走路延長：2,500m
運航会社 全日空 フジドリ ムエアラインズ アシアナ航空

25km

50km

15km 成田空港

・運航会社：全日空、フジドリームエアラインズ、アシアナ航空、
大韓航空、中国東方航空、チャイナエアライン

・就航路線(便数)：新千歳1便/日及び4便/週、福岡3便/日、
鹿児島3週/便、那覇1便/日、台北4週/便、
上海2便/週、ソウル1便/日及び3便/週

羽田空港

横田飛行場

・利用状況(平成24年度) ：44.8万人(国内25.5万人、国際19.3万人)
・都心からの距離：約170km
・東京駅からのアクセス：東京駅から

新幹線及びバスで約2時間
静岡空港

横田飛行場
・設置管理者：米空軍、航空自衛隊
滑走路延長 3 3 0

茨城空港（百里飛行場）
・設置管理者：防衛大臣(共用空港)(※民航ターミナル部分は国土交通省)
滑走路延長 2 00 本

170km

・滑走路延長：3,350m
・都心からの距離：約40km
・東京駅からのアクセス：JR中央線で約1時間（拝島駅）

・滑走路延長：2,700m×２本
・運航会社：スカイマーク、春秋航空
・就航路線(日便数)：新千歳1便、神戸2便、那覇1便、上海1便
・利用状況(平成24年度) ：40.8万人(国内30.8万人、国際9.9万人)
・都心からの距離：約80km
・東京駅からのアクセス：東京駅からバスで約1時間40分

：石岡駅(東京駅から60～80分)からバスで約35分

駐機場・管制塔
民航

ターミナル

滑走路3,350m
滑走路2,700m

タ ミナル

滑走路2,700m 52



４．その他の空港の活用等③：首都圏第３空港

○ 首都圏第三空港検討会（平成１２年９月～平成１４年１月、座長：中村英夫教授）において、８つの第３空港
候補地を評価。
→ 首都圏の将来の航空需要に対する当面の解決策として、「羽田再拡張が、羽田の既存ストックを活用する

という意味でも、アクセス等の利用者利便、費用・工期等においても、 も優れている。」と結論づけられた。

１

２

３

８

４
５

①東京湾奥
②川崎沖
③木更津沖
④中ノ瀬

６

⑤富津北
⑥富津南
⑦金田湾
⑧九十九里沖

７
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